
設 置 し て い た だ く と … … 

 

 

 

 企業等の社会貢献活動として、犯罪被害者支援自販機の設置、置き換えにご協力をお願い

します。自販機の売り上げの一部をご寄付いただき、犯罪被害者支援活動に活用させていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※設置先（オーナー様）のご負担なく、社会貢献活動ができます。 

 

 

  〇 新たに自動販売機を設置する予定がある。 

  〇 今ある自動販売機を寄付型に変更したい。 

 

 〇自動販売機に、寄付型自販機であることを表示します。 

  〇寄付金は、税の優遇措置があります。 

  〇年 1 回、当センターの広報誌に設置者等を掲載します。 

 

 

＜連絡先＞ 

公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター 事務局 

〒500-8384 岐阜市薮田南 5 丁目 14 番 12 号シンクタンク庁舎 

TEL 058-275-3933  FAX 058-213-3933 ✉jimu@gifu-vsc.org 

ご寄付は、 

被害者支援活動に活用します 

犯罪被害者支援自動販売機設置のお願い 

寄 付 型 自 販 機 の 仕 組 み 

 

 

 

設置場所の提供 

販売手数料 

ご寄付の振込 

手続きの代行 
活動報告 

販売手数料の一部がご寄付に 

こ ん な 時 、 是 非 ご 連 絡 下 さ い 

自動販売機内の表示 

 

自動販売機 

設置先（オーナー様） 

自動販売機 

オペレーター（ベンダー） 

 

ぎふ犯罪被害者 

支援センター 


